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○事務局 報告事項の１、猪名川パークタウン地区計画の変更についての説明を事務局から   

お願いいたします。 

○事務局 失礼ながら座ってのご説明をさせていただきます。 

  それでは、報告事項１、猪名川パークタウン地区計画の変更についてをご説明させていた

だきます。 

  資料のほうをめくっていただきまして、資料１をご覧ください。説明している資料につい

てはモニターにも投映しておりますので、お手元の資料か、ご覧いただきやすいほうでご覧

ください。 

  それでは、ご説明をさせていただきます。猪名川パークタウン地区計画、猪名川パークタ

ウン地区について。猪名川パークタウン地区は全域が市街化区域になっており、用途地域は

第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種住居地域、近隣商業地域で構

成されています。平成４年には宅地開発を適正に誘導するとともに、用途の混在、敷地の細

区分等による居住環境悪化を未然に防ぎ、ゆとりある良好な新市街地の形成を目標とする猪

名川パークタウン地区計画が策定されました。これにより用途地域ごとに認められた建築可

能な用途制限等から、さらに地区計画等で制限範囲を絞り込んでいます。 

  ページ中段にあります図１をご覧ください。図１は用途地域図を抜粋しており、猪名川パ

ークタウン地区計画区域の全てが市街化区域内であることがお分かりいただけるかと思いま

す。地区計画区域内の大部分は第一種低層住居専用地域となっており、戸建て住宅が建築さ

れ、ゆとりある良好な市街地を形成しております。 

  次に、ページ下段に図２として猪名川パークタウン地区計画図を載せていただいておりま

す。ご覧いただきますとおり、地区計画区域内でなくても様々な地区整備計画が定められて

おり、各区画に応じた規制内容が定められているものです。 

  次のページをご覧ください。こちらが現在の猪名川パークタウン地区計画（地区整備計

画）の抜粋となっております。今回の変更につきましては、赤枠で囲われております戸建て

住宅地区Ａの一部の区域を変更しようとするものです。また、１点お詫びさせていただきま

すと、戸建て住宅地区Ａの建築物等の用途の制限、（３）にあります「診療所（ただし、入

院施設のあるものを除く。）」という文言が資料作成の際に文字が切れております。大変申

し訳ございません。記載内容については、戸建て住宅専用地区Ｂ、オレンジ色の名称、左か

ら２つ目となっております。そちらの建築物の用途の制限の（３）と同様のものとなってお

ります。委員の皆様におかれましてはご承知おきのほど、よろしくお願いいたします。 

  次のページをご覧ください。猪名川パークタウン地区計画の変更に関する提案についてで

す。令和７年７月１０日付にて都市計画法第２１条の２第１項に基づく猪名川パークタウン

地区計画の変更に関する提案書が宗教法人グッド・サマリタン・チャーチより提出されまし

た。猪名川パークタウン地区計画については、平成４年に策定以降、適宜内容の変更を行っ

ておりますが、都市計画法第２１条の２第１項に基づく提案を受け、変更を行うのは初めて

となります。提案内容は、宗教法人グッド・サマリタン・チャーチが所有している現況駐車

場の土地について、新たに戸建て住宅地区Ｃの基準を設け、地区計画の制限内容を変更しよ

うとするものです。 

  ページ中段にあります図３をご覧ください。こちらが戸建て住宅地区Ａから戸建て住宅地

区Ｃへ制限内容を変更しようとする土地となります。変更を行う土地につきましては、猪名
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川町若葉２丁目４５の２、面積は４，９７７．５７㎡。同じく若葉２丁目４５番の３、面積

は４５４．９８㎡。合わせて５，３６２．５５㎡となります。両土地とも地目は宅地となり、

所有者はご説明のとおり、グッド・サマリタン・チャーチとなります。 

  ページ下段には都市計画法第２１条の２を抜粋したものを記載させていただいております。

括弧書きは省略してご説明させていただきます。 

  都市計画区域または準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、または保全すべ

き土地の区域としてふさわしい政令で定める規模以上の一団の土地の区域について、当該土

地の所有権または建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権もしくは貸借権を有する

者は、一人で、または数人共同して、都道府県または市町村に対し、都市計画の決定または

変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の

素案を添えなければならない。 

  政令で定める規模以上の一団の土地の区域についてとは、吹き出しで補足させていただい

ておりますが、５，０００㎡以上と定められており、今回の提案に関しては５，０００㎡を

超えた土地の所有者が素案を添えて提案を行っており、提案に関する要件を満たしているも

のであります。 

  次のページをご覧ください。猪名川パークタウン地区計画（地区整備計画）変更案の抜粋

となります。変更前の文字を赤文字、変更後のものを青文字で記載させていただいておりま

す。黒文字で記載しているものについては変更ございません。ページ左側に記載しておりま

す戸建て住宅地区Ａにつきましては、変更前の面積が約３８ヘクタール、変更後の面積が約

３７．５ヘクタールとなっております。こちらは新しく戸建て住宅地区Ｃに設定される土地

の面積分、戸建て住宅地区Ａの面積が減少したものとなります。 

  ページ右側にあります戸建て住宅地区Ｃをご覧ください。こちらはもともとなかった基準

を設定いたしますので、新規追加となります。戸建て住宅地区Ａからの変更点として大きな

ところについては、建築物等の用途の制限の（３）神社、寺院、教会その他これらに類する

もの、（４）保育所（児童福祉法第３５条に基づく認可保育所を除く）を追加したものとな

ります。こちらを追加することで、（３）、（４）の用途の建築物を建築することが可能と

なります。ほかにも変更点はございますが、また後ほどご説明させていただきます。 

  次のページをご覧ください。３、地区計画見直しの方針についてです。提案者は住民説明

会を令和４年度より計３回開催し、地区計画の変更内容及び事業計画について説明を行って

おります。また、周辺の土地の利用の状況として、社会福祉法人グッド・サマリタンがサー

ビス付高齢者向け住宅、ケアサービス、デイサービス、ケアプラン事業所を運営しており、

社会福祉施設等として地域に根づいているものです。本提案については、法令等に定める要

件への適合性、都市計画マスタープラン等、本町のまちづくりの方針との整合、計画提案の

周辺環境への配慮の状況、提案対象区域及びその周辺の住民等との調整の状況から総合的に

勘案し、都市計画変更の必要性があるものと考えております。 

  委員の皆様に再度おわび申し上げます。説明文２行目にて（資料３参照）と記載されてお

りますが、資料３の代わりに説明文下段に住民説明会の開催状況についてを記載させていた

だいております。資料に不備がありましたことをお詫び申し上げます。 

  住民説明会の開催状況についてご説明させていただきますと、本提案に先立ち、近隣住民

の方々へ向けた説明会を令和４年度より計３回行っていただいており、第１回目が令和４年
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９月１１日、参加者数３５名、第２回目が令和６年１１月３０日、参加者数８名、第３回目

が令和７年１月１６日、参加者数６名となっております。第１回から第３回目までの参加者

数は減少傾向にあり、近隣住民の方々から一定のご理解を得ていると考えております。また、

提案者からの説明、質疑応答の結果からは合理性があり、住民の方々からの意見等に対して

誠実に対応しているものと感じております。 

  図４をご覧ください。現況の土地利用図として航空写真を添付させていただいております。

新たに戸建て住宅地区Ｃの基準を設ける区域については、現状、駐車場及びバスケットコー

トとして利用されております。 

  同ページ下段をご覧ください。４、今後の進め方についてご説明をさせていただきます。

今後、事業等に関する地元説明会や縦覧等の法定手続を行い、地区計画を変更する予定で進

めます。本日の都市計画審議会にていただいたご意見等を踏まえて、令和７年１２月５日よ

り１２月１８日まで原案の縦覧、また１２月２５日まで意見書の受付を行い、その後、説明

会や案の縦覧を経た後に、都市計画審議会にて付議答申を行い、地区計画の変更告示を行う

予定としております。 

  資料１の説明は以上となりますので、資料２をご覧ください。 

  地区計画計画書の素案となります。ご覧いただきやすいように削除文言を赤文字、追加す

る文言を青文字で記載させていただいております。変更後の内容でご説明させていただきま

す。 

  阪神間都市計画地区計画を次のように変更する。名称、猪名川パークタウン地区計画。位

置、川辺郡猪名川町若葉一丁目及び二丁目並びに白金一丁目、二丁目及び三丁目。区域、計

画図表示のとおり。面積約２０７．７ヘクタール。 

  地区計画の目標。本地区は猪名川町の南部に位置し、民間の宅地開発事業が行われた区域

である。本計画は、この宅地開発事業の事業効果の維持・増進を図り、用途の混在、敷地の

細区分等による居住環境悪化を未然に防ぎ、全町公園化構想にのっとった緑豊かでゆとりあ

る良好な市街地の形成を目標とする。 

  土地利用の方針。良好な環境を持つ市街地の形成を図るため、次のような土地利用を定め

る。 

  １、戸建て住宅専用地区及び川の道沿い地区は、一戸建ての専用住宅を主体に、自然と調

和した閑静な落ち着きのある住宅地の形成を図る。加えて川の道沿い地区については、ゆと

りある住宅地の形成を図る。 

  ２、戸建て住宅地区は、閑静な住宅地に溶け込みながら、日常生活に必要な店舗・飲食店

等の用途を有する戸建て兼用住宅並びに良好な居住環境を形成できる土地利用を図る。 

  ３、低層住宅地区は、低層住宅を中心とする良好な居住環境の形成を図る。 

  ４、中高層住宅地区は、中高層住宅を中心とする良好な居住環境の形成を図る。 

  ５、複合利用地区は、周辺地域のサービスの核として、大規模商業施設の整備を図る。 

  ６、多目的施設地区は、地域住民のための商業施設、医療施設等の多目的な用途の施設の

立地を図る。 

  ７、公共公益施設地区は、中学校、小学校、幼稚園その他の公共及び公益施設の立地を図

る。 

  地区施設の整備方針。当地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、
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地区内に道路、公園、緑地等を適切に配置する。 

  建築物等の整備の方針。 

  １、住宅全体が自然と調和し、緑豊かで美観風致に優れた環境の形成を図るため、生け垣

等による緑化並びに擁壁または屋外広告物の形態及び意匠の統一を図る。 

  ２、戸建て住宅専用地区、川の道沿い地区及び戸建て住宅地区については、戸建て住宅に

係る住環境を形成するため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地の面積の最低限度及び壁

面の位置の制限を定める。 

  ３、低層住宅地区、中高層住宅地区、ショッピングセンター地区、多目的施設地区及び公

共公益施設地区においては、周辺の住環境との調和を図るため、壁面の位置の制限を定める。

地区計画の目標及び土地利用の方針については、猪名川パークタウン地区計画区域内での宅

地開発事業はほぼ終了していることから、表記を修正させていただいております。 

  次のページをご覧ください。変更に係る理由書となります。本地区は猪名川町の南部地域

に位置し、阪急日生ニュータウンやつつじが丘住宅地とともに、民間の宅地開発事業が行わ

れた区域で、住宅建築が進められた区域である。用途の混在や敷地の再区分等による居住環

境の悪化を未然に防ぎ、緑豊かでゆとりのある良好な新市街地を形成するため、事業進捗に

合わせ地区計画の変更や地区整備計画の拡大を行ってきたところである。今回、地区計画の

変更を行うことにより良好な住環境の保全に努めるとともに、地域の活性化を図るため地区

計画の変更を行うものである。 

  今回の変更に関しましては、都市計画法第２１条の２に基づく変更にはなりますが、近隣

住民の方々への説明などを行っていただいており、地域の活性化を図るための地区計画の変

更と捉えて、理由書を作成させていただいております。 

  次のページをご覧ください。資料１にてご説明させていただきましたとおり、戸建て住宅

地区Ａが約３７．５ヘクタールに変更させていただいております。 

  次のページをご覧ください。戸建て住宅地区Ｃの記載を整理させていただいております。

資料１にて面積及び建築物の用途の制限につきましてご説明させていただきましたので、建

築物の敷地面積の最低限度からご説明させていただきます。同左となっているところに関し

ましても、文言を含めてご説明をさせていただきます。 

  建築物の敷地面積の最低限度、こちら同左となっておりますが、１８０㎡となっておりま

す。こちらは戸建て住宅地区Ａと同様の内容になっており、変更ございません。 

  建築物の高さの制限。屋根の形状が陸屋根の場合、地盤面から建築物の最後部（突出部分

を含む）までの高さは８メーター以下とする。ただし、別紙高さ制限図に示す区域アの部分

については１０メーター以下とする。 

  資料前後いたしますが、次のページをご覧ください。こちらが高さ制限図案となります。

戸建て住宅地区Ａの制限内容といたしましては、屋根の形状が陸屋根の場合、地盤面から建

築物の最高部（突出部分を含む）までの高さは１メーター以下とするとなっておりますが、

本提案では既存住宅地から十分な離隔距離を有している区域については、陸屋根の場合の高

さ制限を８メーター以下から１０メーター以下へ緩和するものです。 

  すみません、資料のほう１ページ戻っていただいて、続きまして建築物の壁面の位置の制

限であります。建築物の外壁、出窓、またはこれに代わる柱（以下「外壁等」という。）の

面から次の各号に掲げる境界線までの距離は当該各号の数値以上でなければならない。 
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  （１）道路の敷地境界線１．５メーター。ただし、この限度に満たない距離にある建築物

または建築物の部分で、外壁等の中心線の長さの合計が３．０メーター以下であるもの並び

に自動車車庫についてはこの限りではない。 

  （２）その他の敷地境界線１．０メーター。ただし、この限度に満たない距離にある建築

物または建築物の部分で、外壁等の中心線の長さの合計が３．０メーター以下であるもの並

びに物置その他これに類する用途（壁面のある自動車車庫は除く）に供し、軒の高さが２．

３メーター以下で、かつ壁面の位置の制限内における屋根またはひさしの水平投影面積の合

計が５．０㎡以内であるものについてはこの限りではない。こちらは戸建て住宅地区Ａと同

様の内容となっており、変更ございません。 

  続きまして、建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限であります。 

  １、道路または緑道（以下「道路等」という。）に面して設ける擁壁は、築造当初からの

ものを維持するものとし、増し積み、跳ね出し等の改造を行ってはならない。ただし、次の

各号のいずれかに該当する部分についてはこの限りでない。 

  （１）人及び車両の進入路を設置する部分〔市街化区域幹線道路側以外または隅切り部分

側以外に限る〕。 

  （２）２区画以上の合併のための地盤高の修正に伴い、形状を変更する部分〔擁壁の形状

の変更に限る〕。 

  ２、建築物の屋根、外壁等の色彩は落ち着きのある色調とする。 

  ３、物置その他これらに類する附属建築物は、その周辺に植栽を施すことにより美観に配

慮しなければならない。 

  ４、屋外広告物は美観風致を害しない自己の用に供するものとし、その表示面積の合計は

１㎡以下としなければならない。ただし、公益上やむを得ないものを除く。なお、神社、寺

院、教会その他これらに類するもの、保育所及び診療所に係る屋外広告物については、美観

風致を害しないもので次に該当するものとする。 

  （１）－１、高さ８メーター区域、屋外に設置するもので、設置箇所は２か所以内、高さ

が３メーター以下、表示面積の合計が２㎡以内のもの。 

  （１）－２、高さ１０メーター区域、屋外に設置するもので、その設置箇所が２か所内、

高さが５メートル以下、表紙面積の合計が５㎡以内のもの。 

  （２）建築物の屋上以外に設置または表示するもので、その設置箇所が１か所、表示面積

３㎡以内のもの。 

  先ほどご説明させていただきましたとおり、１から３までは戸建て住宅地区Ａ同様の内容

となっており、変更ございませんが、４のみ変更となっており、建築物等の用途の制限の緩

和並びに高さ制限を１０メートルまで緩和した区域に関しては、同様に屋外広告物の制限内

容についても緩和しております。 

  かき又はさくの構造の制限。 

  １、道路等に面して設けるかき又はさく、生垣またはフェンスで高さ１．２メーター以下

の透視可能なものとする。ただし、生垣はフェンスの基礎で高さ０．５メートル以下のもの、

又は門及び門袖で道路境界線への投影の長さの合計が７メーター以下のものはこの限りでは

ない。 

  ２、道路その他の公共公益施設に面する門扉等は、その構造の如何を問わず、開閉時、に
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境界線を超えてはみ出してはならない。 

  こちらは戸建て住宅地区Ａと同様の内容となっており、変更ございません。 

  ２ページお進みください。こちらは地区計画区域及び地区整備計画図を示した案となりま

す。図の右下に戸建て住宅地区Ｃが追加されております。 

  次のページをご覧ください。こちらは変更点の溶け込み後の素案となっております。また

ご参考までにご確認いただければと思います。 

  説明については以上となります。ご清聴ありがとうございました。 

○事務局 資料の修正１点ご説明させていただきたいと思います。 

  皆様お手持ちの資料でございますが、資料２－２が貼ってある資料をご覧ください。計画

書案、変更後ということでございます。赤と青の文字で見え消し修正をさせていただいてい

る資料でございます。こちらの資料の一番最下段、建築物等の整備の方針というところの

３でございます。「低層住宅、中高層住宅」、そして「ショッピングセンター地区」という

ふうに書いてございますけれども、こちらショッピングセンター地区ではございません。複

合利用地区でございます。大変申し訳ございません。修正のほど、どうぞよろしくお願いい

たします。 

  また、後ほど私どものほうから本日の審議会の意見をいただきまして、縦覧用の原案を作

成いたしますが、その際には、こちらのほう修正のほうさせていただきたいと思います。 

  なお、その後の添付をしております計画書、見え消し修正でございますが、溶け込みの資

料でございます。溶け込みのほうも同じく「ショッピングセンター」という文言がかかって

おります。これも事務局のほうで修正のほうさせていただきたいと思います。どうぞよろし

くお願いします。申し訳ございませんでした。 

○会長 ありがとうございました。 

  説明が終わりましたので、皆からご意見等を頂戴したいと思います。ご意見の際には、議

事録作成の関係上、お名前を述べていただいて、発言をお願いいたします。いかがでしょう

か。ご意見ございますでしょうか。いかがですか。 

○委員 資料２の手前、写真がついて、地区計画見直しの方針、ここで提案者は住民説明会を

云々と書いてあります。それで一番下の今後の進め方、ここで住民説明会じゃなくて地元説

明会や縦覧等の法定手続、何か呼び名が違うわけですか。提案者がやるのと行政のやるのと

違うという意味ですか。 

○会長 事務局、お答えください。 

○事務局 ご質問ありがとうございます。事務局でございます。今後の進め方ということで、

事業に関する地元説明会、縦覧ということで表現させていただいております。地区計画に要

する方針の下にある住民説明会の開催でございますが、こちらはあくまでも提案事業者が住

民に対して行った説明会でございます。都市計画法に基づく提案制度がございます。事業者

のほうから提案を町のほうにいただきまして、そして、この提案内容が果たして猪名川町の

都市計画の決定、変更する必要があるのかどうかという判断をし、猪名川町がその案を作成

するということになっております。したがいまして、今後の進め方のところにあります地元

説明というのは、猪名川町が原案を作成し、その原案を縦覧し、そして住民説明会を行うと

いうことでございます。事業者側からが説明会、そして今後の進め方にあるのはあくまでも

都市計画法に基づく我々市町村の説明会、そういうふうに区別してご理解いただけたらと思
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います。以上でございます。 

○委員 ありがとうございました。先ほども行政は住民説明会というふうに言葉使われました

けど、そういう使い方の違いがあるのかだけちょっとお聞きしたかったわけです。 

○事務局 ありがとうございます。事務局でございます。確かに上の段では住民説明会という

文言を用いて、下の今後の進め方のところでは地元説明会という言葉を用いておりますが、

申し訳ございません、これ法律の中で明確に区分されているというものではございません。

ただ、今後猪名川町が地元に説明していくということで、そういった意味も込めての地元説

明という表現を使わせていただきましたが、住民説明会、地元説明会、どちらも地域にお住

まいの住民の方への説明ということで間違いはございません。以上でございます。 

○委員 ありがとうございます。 

○会長 では、他はいかがでしょうか。委員お願いします。 

○委員 ただいまの質問にちょっと関連しまして、説明会の点で１点確認させていただきたい

と思います。今回、事業者さんが自主的に開催された住民説明会、先ほどのご説明では近隣

住民に向けたというようなご説明があったと思います。どの範囲でお知らせといいますか、

告知を行ったのかということを確認したいのと、今後猪名川町さんが進める手続の中で、ま

た地元説明会を実施されるということですけれども、こちらのほうも今まで既にやっておら

れる住民説明会のエリア、どういったところに告知をしてされるのか、その辺りちょっと確

認をさせていただきたいなと思います。いかがでしょうか。 

○事務局 失礼します。事務局です。事業者が行った説明ですけども、若葉地区が全て住宅地

区Ａ地区になっておりまして、若葉の全体に回覧等で周知を行っております。また、変更す

る地区から遠いところは行ってないんですけども、今回の変更する場所から近いところまで

はポストのほうに入れさせてもらったということで聞いております。あと、町の説明会につ

きましては、日を設けさせていただきまして、猪名川町民全員が見られるような、説明を聞

けるような形で進めていきたいと思っております。以上でございます。 

○会長 ほかは。 

○委員 これまでされていた説明会は、ポスティングをされていた。それ以外のところという

のは、例えば自治会を通して何かそういった説明会がありますといったようなそういった告

知などもされておられたんでしょうか。 

○事務局 若葉地区については全戸回覧等で自治会に協力していただいて、回覧等を回してい

ると聞いております。 

○委員 分かりました。ありがとうございます。 

○会長 ほか、いかがでしょうか。 

○委員 すみません、２点ほど少し説明がいただきたいなと思うんですけれども、今回、地区

計画が変更しようとされているところに対しては、おそらく新規追加というところで神社、

寺院、教会、それから保育所というものが（３）、（４）というところで新しく追加されて

いるので、おそらくこういった用途が今後設置できるようにするためのものになるのかなと

いうふうに認識しているんですけれども、一方で、資料１の最後のページに、今回、民間の

ほうから出してきていただいたということで、社会福祉法人グッド・サマリタンさんが既に

もう高齢者向け住宅とケアサービス、デイサービス、ケアプラン事業所というのを出されて

いると、この周辺地域の土地利用としてというふうに書かれているんですけど、それは今回
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の戸建て住宅地区Ａの中に該当するのか。それともそうではないその周辺に位置しているの

か。もしくはＡの中に位置しているのであれば、わざわざしなくても建てることもできてし

まうのかなというふうに認識したんですけれども、その点でどちらなんでしょうというのが

一つ。 

  もう一つが、すみません、新規追加のところの（５）戸建て住宅地区Ｃが診療所と書いて

おりまして、一方で、変更前といったらあれですけど、戸建て住宅地区Ａのほうの（３）、

同じく診療所と書いてるところに関しては、「ただし、入院施設のあるものは除く。」と書

いているんですけど、Ｃのほうにはそれが書かれてないのは何か意図があるのでしょうか。

ちょっとその２点お教えいただけるとありがたいです。 

○事務局 １つ目のご質問なんですけども、今現在、写真である社会福祉施設等と書いており

ますところに、教会、グッド・サマリタンがしております教会や社会福祉施設があるんです

けども、そちらについて地区計画内ですが、地区整備計画を定めてない地区になっておりま

す。なので、先ほどの戸建て住宅地区Ａであったり、Ｃというのは整備計画の中には含まれ

ておりませんので、そちらについては用途でできる範囲で建築された、そういう形になりま

す。以上です。 

○委員 ありがとうございます。 

○事務局 すみません、事務局でございます。２点目のご質問でございます。今回、新規追加

する戸建て住宅地区Ｃ、あと診療所というふうに書いてあります。ただ、変更前につきまし

ては括弧書きで、「ただし、入院施設のあるものは除く。」という言葉書いておりまして、

なぜついていないのかなというご質問でございますが、今回提案制度ということで、事業者

のほうが都市計画、地区整備計画の素案のほうを提出していただいております。その素案の

中で、（５）診療所の中にただし書が載ってなかったというのが直接的な要因ということに

なってまいります。ただ、しかしながら、現行、戸建て住宅地区Ａというところでは、診療

所は括弧のただし書きにて入院施設は除くということを規制のほうさせていただいておりま

す。この辺りの表現につきましては提案者の事業者と今後協議をさせていただいて、元のま

まの入院施設を除くという表現にするのか、それともこの表現なのかというところで詰めさ

せていただきたいと思います。提案者の案をそのまま記載ということで、こういったことに

なっております。以上でございます。 

○委員 承知しました。ありがとうございます。何か今後詰められるということなんですけれ

ども、おそらく入院施設が入るとなると多分規模もまた変わってくるでしょうし、おそらく

そこに通院する方の母数というのも変わってきそうな気がしておりまして、その際にこの道

路の接続なんかを見ていると、写真での認識になってしまうんですけれども、住宅の中を通

らないとここにアプローチできないという中で、かなり物が変わってきてしまうだろうなと

いうふうな個人的な認識になっておりますので、ちょっとそこは詰めていただいたほうがい

いかなと。個人的にはおそらく入院施設はないほうで、ほかのところと整合性を取っていっ

たほうがいいんじゃないのかなというふうには、あくまで個人的意見ですけど、ちょっと思

いました。 

○事務局 ありがとうございます。 

○会長 ほかはいかがでしょうか。どうぞ、お願いします。 

○委員 すみません。住民説明会のところに関してなんですけども、令和４年に３５名で、そ
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の後令和６年で８名、令和７年は６名ということで、参加者が減ってきているということを

理由に地元の方は了解されてるような旨の説明があったと思うんですけども、具体にその反

対の意見とかがないのか、賛成と判断されているもう少し具体的な理由があればご説明いた

だけますでしょうか。 

○会長 事務局、お願いします。 

○事務局 失礼します。事務局でございます。ご質問ありがとうございます。事業者が過去

３回、住民説明会のほうを開催しております。住民説明会の内容、我々も議事録のほうを確

認のほうをさせていただきます。賛成の声もございましたし、反対の声、そういうもの、反

対というか心配の声、そういうものもございました。賛成の声といたしましては、やはり

０歳とか３歳とかそういったことを受け入れる施設が増えるのはやっぱりうれしいとか、あ

とは自分の子供が将来猪名川町に住みたいと、子育てをしたいと、そういうふうに思っても

らえる、こういう動きがもっと大きくなってほしいなという、賛成としては主にこういった

意見がございました。ちょっと不安に思われている意見といたしましては、主なものといた

しましては子供さんの声、保育所ができますから子供さんの声ですね。あと送迎のバスの音、

こういったものがちょっとうるさいんじゃないかなとか、あと高い建物が建つんじゃないか

なとか、そういった不安のお声はありました。これに対して事業者の説明といたしましては、

子供の声という点につきましては、うまく伝わらないかもしれないんですけれども、園庭と

住宅地の間に保育施設を建設することで遮音の工夫をすると聞いております。園庭と住宅地

の間に保育施設をＬ字型で建設する。そうすることで園庭で遊ぶお子さんの声が住宅地まで

届きにくくする、そういう工夫をするという、そういう提案をなされています。 

  それとあとバスの件につきましては、バスの駐停車の場所をより奥まったところにする。

そういったことを検討するというご回答がありました。 

  あと、建物の高さにつきましては、この事業計画はあくまでも案の段階ですので、住民の

方々の意見を聞きながら進めたいという事業者の回答がございました。こういった内容のほ

うを町のほうも聞かせていただきまして、町といたしましては、仮に問題が生じても、事業

者が適切な対策を講じるものという判断をいたしまして、今回猪名川町としても地区の変更

をしていくという、そういう判断をしているとこでございます。以上でございます。 

○事務局 補足のほうをさせていただければと思います。画面のほうを映させていただいてお

りますのが、事務局のほうからご説明のほうをさせていただきましたところの現状の配置案

となっております。こちら保育園と書いていますのがＬ字に折れている建物となっておりま

す。こちら、Ｌ字に折れています内側の内角のほう、こちらが園庭となる予定となっており

ます。こちらは元々といたしましては、園庭が住宅地側を向いている予定となっておりまし

た。ただ、近隣住民の方々からのお声を提案者のほうが受けまして、事業計画、設計を変更

されて園庭を住宅地側ではなく山側に設計を変更されてご提案のほうを、現状いただいてい

るものです。すみません、私のほうから補足させていただきました。 

○会長 ほか、いかがでしょうか。委員、どうぞ。 

○委員 ご説明ありがとうございました。ちなみに、今、現状としては、駐車場のような形で

使われていると思うんですけれども、その駐車場はほぼ現状と変わらないような形で残りつ

つ、２つの建物が建つという、そういう理解でよろしいでしょうか。 

  あと、教会と保育所が建設されるということで、交通量、先ほどからちょっと何回かお話
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がありましたように、近隣の方へのちょっと配慮もいろいろされるというふうにお聞きしま

したけれども、交通量みたいなものは大幅には、どのように考えておられる、あんまり変わ

らないのか、それとも何らかの手だてで近隣住民にあまりご負担のないような形にしたいと

思っておられるのか、その辺りいかがでしょうか。 

○事務局 ご回答のほうさせていただければと思います。まず、保育所のほうに関しましては、

現状も保育所のほうはされておられる形となっております。その子供様方がそちらの新しい

保育所に移られるという形になりますので、大幅に増えるものではないと思っております。

また、事業計画といたしましては、バスでの送迎も考えたということですので、みだりに自

家用車での交通というものが増えるものではないと考えています。また、教会に関しまして

も、現状、教会、社会福祉法人さんがやられている今回提案をいただいた北側に既にある形

となっております。また、新しく教会のほうを建てられたとしても、教会の利用者が大幅に

増えるということはあまりないのかなというふうに考えていますのと、あと、聞き取りの中

ですが、駐車場のほうは基本的には現状いっぱいになることはない、半分も使っているかな

というところだというふうにはお聞きしておりますので、その交通量、例えば近隣様に迷惑

をかけるような路上駐車でありますとかそういったことは現状としては考えられないという

ふうにお答えのほうをいただいているところです。 

○委員 ありがとうございます。現状とそれほど変わらないだろうというようなことで理解し

ました。一方で、今回地区計画を変更されることに対して、子どもの施設ができるのがうれ

しいというようなご意見がある方にとってみれば、今のご説明だと、あまり現状と機能的に

増えないというようなお話も何かあるので、正しく地域の方々に、建物が増えるだけではな

くてどういうふうになっていくんだみたいなところを具体的に伝わるように、今後の地元説

明会でお願いしたいなと思います。 

○会長 ありがとうございます。ほかはいかがですか。どうぞ、お願いします。 

○委員 大体就学前の教育・保育という分野については、保育園、幼稚園と今までそれぞれ分

かれていたわけなんですけども、統合型の認定こども園というのが主流になってきているわ

けなんですけども、ここであえて地区計画の中で保育園と、保育所と限定された表現・文言

があるわけなんですけれども、別に認定こども園とすれば保育園タイプもいけるし、幼稚園

タイプの子も両方お預かりすることができるので、そっちのほうが時代に合ってるかなと思

ったんですが、その辺は設置者のほうがあえて保育園というふうにされてるのか、その１点

と、定員は何人ぐらいの定員を予定されてるのか、決まっておればお教えいただきたいと思

います。 

○会長 事務局、お願いします。 

○事務局 すみません、事務局です。先ほど事務局のほうから説明しました、北側の教会であ

ったり、社会福祉施設のほうで従業員の方が働いておられるんですけども、その中で今

１９人を定員として企業主導型の保育所として、従業員の方の子供さんを預かっていると聞

いております。従業員の方で今１９名なので、ほとんど従業員の方、職員の方の子供さんで

いっぱいということで、今後、南側の計画されているところでは一応定員４０名程度まで広

げたいということで聞いております。計画なので、実際の数字ではないと思いますけども、

住民の方の意見を聞きながら進められると思うんですけども、企業主導型の保育所になりま

すと、そこの定員の半分までは地域の方のお子さんのほうも預かれるということになってお
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ります。なので、今現在、地域の方があまり預けられないという状況がありますので、地域

の方のお子さんも預けられるような形で、地域の方の活性化につながるような、子育てした

い方が地域に住まれるというのも望まれておりますので、そういう形で定員４０名程度でつ

くられるということで聞いております。以上です。 

○委員 ありがとうございます。また地域でいろんな声を聞いていただいて、多様な運営形態

を取っていただければと思います。 

○会長 それでは、ほかの方、いかがでしょうか。委員、お願いします。 

○委員 運営のほうの話になってしまうんですけれども、住宅地に近いところでの保育園運営

となるんですが、運営時間等、やはり保育園になりますと朝早くから夜遅くいうか、７時ぐ

らいまでにはなると思うんですけど、それ以外にちょっと早くなったり、遅くなったりする

と、やっぱり近隣に対しての配慮が要るのではないのかなとちょっと懸念するところもあり

ますので、そういう運営時間に対してどのように配慮というか、運営者側の意向があるのか、

もし分かれば説明いただければ。 

○会長 どうぞ。 

○事務局 失礼いたします。今現時点で企業主導型保育所を運営されていらっしゃいます。定

員１９名の分でございます。そちらにつきましては、現状朝の８時半から１８時までという

運用をされていらっしゃいます。新しく計画されているそちらの保育所のほうがどういった

形態なのかというところまで話が詰められてないところはありますけれども、現状の時間帯

をベースとしながら、住民さんの意見も聞いた中で運営がなされていくのではないかという

ふうに想像しているところでございます。以上です。 

○委員 今後もまた住民の方との説明をしていただいて、納得いただいた上で運営されること

を願っております。 

○会長 それでは、ほかはいかがですか。ネットのほう、いかがでしょうか。大丈夫ですか。 

○委員 すみません、一つだけ質問よろしいでしょうか。 

○会長 お願いします。 

○委員 今後の進め方ということで、今回は猪名川町による地区計画という、提案者の方がい

らっしゃったんですけれども、今後は猪名川町による地区計画の変更という形になると思う

んですけれども、例えば先ほどの保育園の定員の数であったりとか今後の建設のプロセスみ

たいなところで、地元説明会以外に地元の方々の声が出たときには、猪名川町が中心となっ

て協議をされるような場をつくっていただけるという理解でよろしいのでしょうか。 

○会長 事務局、じゃあ、お答えください。 

○事務局 事務局です。ご回答させていただきます。ご意見いただいているのが具体的な開発

計画ないし事業計画のお話かなと思うんですけれども、そういったところに関しましては猪

名川町のほうが開発条例のほうを持っておりますので、近隣住民様へのご説明でありますと

か、あとは意見を聴取していただく機会というものは十分にございます。また、そちらのほ

うに関しましては、町の条例にもなっておりますので、町のほうが事業者さんと一緒に進め

ていくような形になりますので、地区計画を変更したから、町のほうが絡むことがありませ

んというところはもちろんございません。また、都市計画法でありますとかそういったとこ

ろでもしっかりとチェックのほうをしながら進めさせていただければと思っております。以

上です。 
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○委員 ありがとうございます。そうすると人数ですね、定員みたいなところについても含ま

れるんですかね。保育園の定員の議論みたいなところがあるかと思うんですけれども。 

○事務局 事務局です。開発条例のほうでご説明していただく際には具体的な事業計画を交え

ながらご説明していただくことになるかと思いますので、そこで定員数であったりとか、ど

ういう形態で運営されていくのかというところも説明の対象になると考えております。以上

です。 

○委員 ありがとうございました。企業主導型っていうことだったんですけれども、半分ぐら

いは地元といいますか地域住民の方にも門戸を開くことができたらというようなことも聞き

ましたので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。委員どうぞ。 

○委員 今のお話に関連して、今回ではないのかもしれないですし、どちらにしても建築審査

とか入ってくるのかもしれないんですけれども、今回どこの地区計画の中にも書かれてはな

いんですけど、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度、あるいは建築物の建

築面積の敷地面積に対する割合の最高限度が多分指定されてないのかというふうに認識して

おりまして、一つとしては、委員のお話の中で、恐らくこれから地元の人も預けられるよう

な保育施設にということがあったと思うんですけれども、それをどれぐらいの人数を確保し

ていくのかという際には、猪名川町さんとして数年間の人口の推移とかから、あるいはこれ

からの都市計画としてどれぐらいの若い子育て人口を取りたいのかというところ、照らし合

わせて基本とされることになるのかなと思うんですけれども、その一方で、万が一あまりに

も若い世代が入ってこられる、多分そろそろ世代交代の時期だとは思うんですけれども、そ

うしたときに若い世代が一気に入ってきたときに、ここに限度が書かれてない、用途地域と

して書かれていると思うんですけど、もしかすると今後議論しなくちゃいけないのかなと思

ったのは増改築、最初１５、２０、あるいは４０人ぐらいで対応してて、先ほど映像見せて

いただいたぐらいなんですけど、規模感でいけるけれども、若い人たちのニーズが増えてき

たときに、まだおそらく今回の敷地ってかなり広いところなので、もう少し増築しましょう

みたいな話になったときに本当にその限度でいいのかっていうのは多分今後必要になってく

る視点なんじゃないのかなというふうに思いまして、今現状書かれてはないんですけれども、

また地元の人たちと協議しながら、あるいは今というよりかは今後の人口推移と照らし合わ

せながら注視していただいたらいいんじゃないのかなというふうには少し思いました。今回、

敷地かなり広いなと思って見ていましたので、少し懸念点かなというふうに感じております。

すみません、コメントですね、こういうことになると。 

○会長 いや、今の意見について何か答えることありますか。それとも意見として伺いますか。 

○事務局 事務局です。今の意見を参考に、敷地が広いですので検討していきたいと思います。

現状を見ますと、地区計画には定めてないんですけども、市街化区域ということで第一種住

居専用地域になりますので、容積が８０、建蔽が５０ということで定めがあります。その中

で皆さん戸建て住宅を建てられているんですけども、今現状ではそういう形になっておりま

す。ありがとうございました。 

○委員 ありがとうございます。 

○会長 ありがとうございました。  ほかはどうですか。どうぞ。 

○委員 今のお話に関連することなんですけど、猪名川町として町立の保育所、幼稚園を統合
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していこうという流れがありまして、その中で民間の幼稚園と連携を取りながらやっていこ

うという流れも同時にあります。その中で新しく、保育所ができる、認可所型の保育所がで

きるというところに関して、時期が重なると思うので、説明は丁寧にしていかないと、説明

というよりも設計を丁寧にしていかないといけないと思うんですけど、その辺りに関しまし

てグッド・サマリタンさんが猪名川町と連携をしていくというところがどこまで話が進んで

いるのか、ちょっとお聞かせいただけますか。 

○会長 どうぞ。 

○事務局 失礼します。事務局でございます。今、委員おっしゃられましたとおり、先般の就

学前教育・保育のあり方提言というものが出されました。今現在、待機児童がゼロの状況、

また今後さらに就学前人口が減少していく、そういった状況を見据える中で一元再編が望ま

しいというふうなそういった提言がなされたところでございます。ただ、一方、その提言に

おきましても、今、委員がおっしゃられたとおりでございますが、多様な子育てニーズへの

対応、私立園との連携、協働を推進するといったことも併せて研究されているという、そう

いうところでございます。今回、事業者から提案を受けております保育所でございますけれ

ども、最大定員の半数が地域に開放されるということも検討されております。事業者におき

ましては、今までも発達に課題のある子供たちの療育というのも経験しております。また、

認可外の保育所ということから自由度の高い、柔軟なカリキュラムが実践できるのかなとい

うところも見込んでおります。本当に多様な受皿が確保されるということは子育て世代の支

援につながるものということで、この提言の内容に合致するものというふうに我々も考えて

おるとこでございます。 

  あと、これから１園に再編していくそういった動きの中で、事業者、提案者の保育所の動

き、どういう連携かというところでございますが、この点につきましては、本町のこども課

とも協議がなされているということを私どもは聞き及んでいるところでございます。以上で

ございます。 

○会長 よろしいですか。それでは、ほかはご意見いかがですか。ないようですので、質疑を

終了したいと思います。 

  私からも印象というか、これはご回答は結構です。今回の案は、本当に地区計画の改定に

ついて審議せよということですので、当然地区計画の変更の内容についての説明が重視、中

心になりました。それは当然のことなんですが、なぜそう変更したいのかという。つまり、

僕のほうとしては地域の活性化とかそういうふうになることだけがやられてるんですけども、

やはり事業者の方の狙いとか希望とか、あるいは熱意とかそういったことがあって、それを

実現していくためには地区計画はこのように変更していくべきであるというような説明がや

っぱり必要かなと思いました。ただし、地区計画であれ、こういった用途地域が一旦決まる

と、そう簡単に変えられるものではない。つまり事業者さんがずっとこの内容で進めていく

というような担保はそう簡単には得られない中で、万が一、事業者さんの方針が変わったり

したときにも、この地区計画の中身は生き続けるわけですね、変更はない。そういったこと

が我々にとっては非常に重要であって、継続性といった分と、それから今回の提案の狙い、

それがしっかり説明いただいた上で、だからこういう変更案を出すんですというふうに、ま

た今日は報告ですので本当の審議は次回以降になると思いますが、そういったところをやは

り了解しながら話を、意見や議論を進めていきたいと思います。そういうことで、よろしく
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お願いします。 

  では、私のほうからは以上で、事務局に進行をお返しします。 

○事務局 ありがとうございました。会長におかれましては、会の進行にご尽力賜り、ありが

とうございます。また、委員各位におかれましては熱心なご議論のほう頂戴しました。あり

がとうございました。 

  それでは、閉会に際しまして副会長よりご挨拶のほうをお願いしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

○委員 皆様、熱心なご議論ありがとうございました。本日の報告事項は民間からの都市計画

提案を受けての猪名川パークタウン地区計画の変更に関する、そういった内容でございまし

た。説明の中にもありましたけれども、猪名川パークタウンというのは、日生ニュータウン

であったりつつじが丘住宅地であったり、郊外ニュータウンとして開発されて、猪名川町に

おいては重要な位置付けのある良好な住宅地ということでございます。これまでですけれど

も、本日も地区計画ということでしたけど、地区計画を策定して、良好な住環境を維持して

きたというところなんですけれども、一方で猪名川パークタウン、もうそろそろ町開きから

４０年ということかなというふうに思うんですけれども、その中で郊外ニュータウンが置か

れている社会情勢であったり、あるいは居住者の変容、状況というものは大きく変わりつつ

あるというようなところです。そういった中で、今回、土地利用の変更、見直し、そういっ

たようなことで、非常に重要な意味合いがあるかなというふうに思っています。今回、都市

計画提案制度ということなんですけれども、この制度自体は民間が直接都市計画の案を作成

して提案できる、そういう仕組みでございます。この意図としましては、やっぱり民間さん

が持っている力であったりとか知恵、そういったものを生かしながら魅力あるまちづくり、

そういったものを実現していこうということが期待されてつくられた制度であるというとこ

ろです。 

  そのような中で、先ほど会長からのお話にもありましたけれども、私たちの都市計画審議

会ですけれども、そういった民間から提案された提案内容、それを中立、そしてやっぱり地

区計画に定めてしまうと本当に変えるのは結構難しいことで、継続性というお話がありまし

たけれども、長期的な視点を私たちは持って、皆様それぞれの専門性、見地からのご意見を

生かしながら、慎重な審議を行っていくことがこれまで以上に求められていくのかなという

ふうに思っております。今回猪名川パークタウンということですけれども、今後もしかする

とほかの地区でもこういった案件出てくるかもしれませんし、この案件に関してもこれから

また都市計画の手続を経てまたここで付議されるということですので、その中で引き続きま

た皆様からの熱心なご議論、ご意見を頂戴しながら、この審議会進めていければというふう

に考えております。本日は長時間にわたりありがとうございました。 

○事務局 ありがとうございました。 

  次回の審議会に関しては３月頃開催させていただきたいというふうに考えております。ま

た詳細につきましては、前もってご連絡のほうさせていただきたいと思います。 

  それでは、以上をもちまして令和７年度第１回猪名川町都市計画審議会のほうを閉会いた

します。本日はどうも、皆様ありがとうございました。 

 

○委員 ありがとうございました。失礼いたします。 
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○事務局 失礼します。 


